
船舶事故等調査報告書 

平成２７年５月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４横第１７３号 

事故等種類 運航不能（舵故障） 

発生日時 平成２６年１２月７日 ０２時５０分ごろ 

発生場所 静岡県御前崎市の御前埼東方沖 

 御前埼灯台から真方位０９７°１５.２海里付近 

 （概位 北緯３４°３３.８４′ 東経１３８°３１.８６′） 

事故等調査の経過 平成２６年１２月８日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（横浜事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

砂利運搬船 第三十八芸
げい

予
よ

丸、４９９トン 

１３２２５５、芸予産業株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、三級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 事故等の経過 本船は、船長ほか４人が乗り組み、御前埼東方沖において西進中、

平成２６年１２月７日０２時５０分ごろ、何らかの衝撃を感じること

なく、また、操舵をしない状況で左旋回を始め、操船できなくなっ

た。 

本船は、船橋で当直中の航海士が速力を減じて船長に連絡し、船長

が乗組員に各部の状況を確認させた。 

船長は、自力航行不能と判断し、船舶所有者に連絡して引船を要請

するとともに、海上保安庁に通報した。 

本船は、巡視船及び引船によりえい
．．

航され、１６時００分ごろ静岡

県静岡市清水港へ入港した。 

本船は、１２月８日、清水港において、ダイバーによる船底調査を

行い、舵頭材と舵板をつなぐフランジ（以下「舵フランジ」とい

う。）のボルト及びナット６組が欠落し、舵板がシューピースの上に

載っただけの状態であることが確認された。 

本船は、臨時航行許可を得て、引船にえい
．．

航されて清水港を出港

し、揚げ荷を終えた後、造船所に上架して舵の修理を行った。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ７ 

海象：波向 南西、波高 約２.５～３.０ｍ 

 その他の事項 本船は、平成５年に建造されており、舵が、舵フランジに舵頭材側

からリーマボルト６本を通して舵板側にナットを掛けて締め付け、回

り止め鋼板を、舵フランジとボルト及びナットとに溶接しておくよう

になっていた。 



本船の修理を行った業者によれば、舵板やプロペラに漂流物等がぶ

つかったような痕跡は認められず、舵フランジにボルトの回り止め鋼

板が溶接されていなかった。 

舵フランジのボルト及びナットは、船舶安全法の検査対象にはなっ

ていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

あり 

なし 

 本船は、御前埼東方沖において西進中、舵フランジのボルト及びナ

ット６組が欠落したことから、舵板の制御ができなくなり、運航不能

となったものと考えられる。 

 本船は、舵フランジにボルトの回り止め鋼板が溶接されていなかっ

たことから、経年使用されていたボルト及びナットが腐食したり、緩

むなどして欠落した可能性があると考えられるが、欠落に至った状況

を明らかにすることはできなかった。 

原因  本インシデントは、夜間、本船が、御前埼東方沖において西進中、

舵フランジのボルト及びナット６組が欠落したため、舵板の制御がで

きなくなったことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・上架の際には、舵フランジの回り止め鋼板の溶接状況を含めて、

ボルト及びナットに緩みがないかを確認すること。 

 


